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日　時 	 5月31日（月） 13 時～ 17 時（集合研修）
会　場 	 本所（生駒セイセイビル 6 階）603 会議室
対　象 	 本所会員のみ	 定　員 	 15 名（先着順）
内　容 	 ・e- ラーニング研修
	 ・集合研修　　　　　　詳細は同封のチラシでご確認ください。

 ※ e- ラーニング研修受講後に集合研修を受講していただきます。

講　師 	 Office	Fujita 代表　藤田　順子	氏
申　込 	 本誌同封の折込チラシよりお申し込みください
共　催 	 日本電信電話ユーザ協会　奈良支部
問合せ 	 本所　総務支援グループ（☎0743-74-3515）

社会人としての基礎を習得・再確認するための

新人・若手社員研修

Webサイトで新しい情報発信中！
検索   � � 生 駒 商 工 会 議 所    

会員無料

 会員サービス向上のため、メールアドレスのご登録をお願いいたします。
　本所にてメールアドレス未登録の会員事業所様は、右の QR コードよりご登録、または本所宛 FAX（74-9185 ／様式問わず）かお電話

（74-3515）にて、ご連絡をお願いいたします。また、メールアドレス等の変更の際にもご連絡いただきますよう、よろしくお願いいたします。

　新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、ご来所の際には事前にご予約の上、お越しください
ますようお願いいたします。（☎７４ー３５１５　 info@ikomacci.or.jp）

広告協賛企業（順不同）
　上武建設㈱	 高山製菓㈱	 大光宣伝㈱	 オーケーディー㈱	
　竹茗堂	左文	 寶山寺	 近鉄ケーブルネットワーク㈱
　共同精版印刷㈱	 セレミューズ㈱	 ㈱生駒市衛生社	 上田酒造㈱
　生駒交通㈱	 ㈱ケーイーシー	 関西メタルワーク㈱



【補助金情報】売上回復・拡大を目指す事業所を応援します！

補助上限 　50万円
補 助 率 　2/3
締 切 日 　※いずれも当日消印有効
◦令和 3 年 6 月 4 日（金）
◦令和 3 年10月 1 日（金）
◦令和 4 年 2 月 4 日（金）

導入事例 　
◦洋菓子店がクッキー等の生産性

向上のためにパイシーター等を
導入。
◦宿泊・飲食事業等を行う旅館に

て、外国語版 Web サイトや営業
ツールを作成。
◦飲食業がそば粉の前処理の安定

化、時間短縮化を図るため、そば
粉の製粉に使用する機械を一新。

補助上限 　100万円
補 助 率 　3/4
公募予定 　3月中開始予定

導入事例 　　
◦飲食店が大部屋を個室にするため

の間仕切りの設置を行い、予約シ
ステムを導入。
◦ヨガ教室が室内の密を回避のため

のオンライン教室を開設。オンラ
インのための設備を導入。
◦旅館業が宿泊者のみに提供してい

た料理をテイクアウト可能にする
ための商品開発を実施。
※感染リスクの低下に結び付かない取組

や単なる周知・広報のための HP 作成
等は通常枠のみで対象となる。
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持続化
補助金

本所では、確定申告に関する税務支援を実施しています。
確定申告書の作成がまだお済みでない方は、お早めにご来所ください。
※事前にお電話でご希望の日時をご連絡いただくようお願いします。

会　　場  本所603会議室（生駒セイセイビル6階）
指 導 日  3月12日（金）まで（いずれも午前10時～午後4時）

 ※土日は除きます。
問合せ・申込み 　本所 経営支援グループ（☎74－3515）

　持続化補助金低感染リスク型ビジネス枠（補助上限100万円　補助率3/4）の公募が3月中に開始される
予定となっております。今後、持続化補助金を申請される際は、『jGrants（電子申請システム）』での申請の
みとなる場合があります。
　持続化補助金の申請をお考えの事業所様はお早めに jGrants の申請準備をお願いいたします。
　補助金システム jGrants を使用するためには、ＧビジネスＩＤへの事前登録のうえ、必要書類を準備し、
gBizID プライムが必要です。
　ＧビズＩＤの申請　https://gbiz-id.go.jp/top/
　　※ＧビズＩＤ発行には2週間以上かかります。
・「ＧビスＩＤ」 ヘルプデスク　☎06-6225-7877
　　　受付時間：午前９時～午後５時
・「Ｊグランツ」 経済通産省 問合せ  jgrants@met i.go.jp
　　※土・日・祝日、年末年始は除く

確定申告はお済みですか？（税務支援のご案内）

持続化補助金の申請を考えている事業所様へ電子申請の準備をお願いします

会員限定
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　新型コロナウイルス感染防止に対応した実施のため、受診の際には、受診時間のご予約が必要です。本誌に
折込の申込書にて、ご希望の時間を第１希望、第２希望の番号にてお選び頂き、必ず持参・FAX・郵送・メール
いずれかで申し込んでください。電話でのお申込み、予約のない受診はできませんのでご理解ください。
　（新型コロナウイルス感染症の状況により中止する場合がございます）

予約番号表　（①のみ１５名・②～⑭各25名先着順） 
開催日時・場所 予約時間割 予約番号 開催日時・場所 予約時間割 予約番号

５月１１日（火）

生駒セイセイビル
（元町 1-6-12　☎ 74-3515）

　９時３０分～１１時３０分
１３時　　　～１６時３０分　

９時３０分 ① ５月１３日（木）

庄田自治会館
（高山町 3976　☎ 78-5111）

　９時～１１時３０分
１３時～１６時３０分

９時 ⑧
１０時 ② １０時 ⑨
１１時 ③ １１時 ⑩
１３時 ④ １３時 ⑪
１４時 ⑤ １４時 ⑫
１５時 ⑥ １５時 ⑬
１６時 ⑦ １６時 ⑭

締め切り 最終受付期日　４月16日（金）ただし定員になり次第、締め切りとさせて頂きます。
 定数　５月１１日　１６５名・５月１３日　１７５名　（時間帯希望も先着順）

問合せ 　総務運営グループ　☎ ７４-３５１５　Fax ７４-９１８５ 

緊急事態宣言の再発令に伴い
①緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること

農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食業に提供される財・サービスの供給者を想定
または、

②緊急事態宣言発令地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響
を受けたこと

旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者等の人流減少の影響を受けた者を想定
により、

本年1～3月のいずれかの月の売上高が対前年比（または対前々年比）▲50％以上
減少していること

法人　　　　　最大60万円
個人事業主等　最大30万円

給付額の算出方法：
前年（または前々年）1月～3月の事業収入ー
（前年（または前々年）同月比▲50％以上の月の事業収入×3）

申請方法等の詳細は未定です。（2月24日時点）詳細は決まり次第、経産省 HP 等に掲載されます。
（3月上旬に、電子申請での受付開始予定）

問合せ 　一時支援金事務局相談窓口　☎ 0120-211-240 

一般健康診断を実施いたします

緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響
を受けた中堅・中小事業者に一時支援金が支給されます

【要　件】

【給付額】 イメージ
売上 1月 2 月 3 月

2020 年または 2019 年 150 万円 120 万円 90 万円
2021年 70 万円 70 万円 50 万円

（150 万円 +120 万円 +90 万円）ー（70 万円× 3）
　＝150 万円（法人最大 60 万円）

（個人事業主等最大 30 万円）

IKOMA
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会  員  Ｔ  Ｏ  Ｐ  Ｉ  Ｃ  Ｓ
会員様からのお知らせ ･情報発信コーナー 　　

〇事業所の情報・トピックスを発信！（掲載料無料）
〇誌面の都合上、掲載の採否・時期については
　本所にご一任願います。

　 問合せ 　総務運営グループ ☎ ７４－３５１５

　令和3年2月21日（日）、生駒市図書会館 市民ホールにおいて市民憲章のつどいが開催され、市民憲章実践推進
者表彰式が行われました。本所会員事業所では以下の方々が受彰されました。誠におめでとうございます。この生
駒市民憲章は、21世紀及び市制30周年を記念して平成13年（2001年）11月1日に新たに制定されたものです。

事業所名 表彰者名
（敬称略） 活 動 内 容

㈱アイユウ 池田　厚子

昭和 58 年から現在に至るまで、ボーイスカウト生駒第 4 団育成会会長として子どもたちの
健全育成にご尽力され、ボーイスカウト運動の「ちかい」と「おきて」の実践を通じてスカウ
ト達の育成に寄与されておられます。今後も地区の子どもたちに対して良き家庭人、良き市民、
さらに良き国際人として公共意識・規範意識の高い青少年育成を目指しておられます。

㈲大宗産業 溝部　纓子

平成 14 年 12 月から、宝山寺福祉事業団児童養護施設愛染寮華道クラブにおいて、小学 5 年
生から高校生までの生徒に生け花を月 2 回ボランティアとして指導されています。また、芸術展・
ジュニア展にて作品の指導にご尽力いただいています。さらに、奈良先端科学技術大学院大学
等でお茶のボランティアとして、呈茶席のお手伝いを約 8 年にわたりされておられます。

　生駒山の豊かな緑に育まれ、自然と歴史と文化が調和しながら発展しつづける生駒市。わたしたちは、ここに住むこ
とへの愛着と誇りをもって、みんなの夢がかなうまちをきずくために、市民憲章を定めます。

１ 自然を愛し、人と自然が共生する美しいまちをつくりましょう。
１ お互いに助けあい、安心して暮らせるやさしいまちをつくりましょう。
１ 人権を尊重し、心のかよいあうあたたかいまちをつくりましょう。
１ スポーツに親しみ、健康で活力のあるまちをつくりましょう。
１ 知恵を出しあい、世界にはばたく文化のまちをつくりましょう。

平成 13 年 11月1日制定

生駒市民憲章について

【市民憲章実践推進者】表彰おめでとうございます

5

IKOMA



ご加入・ご紹介ありがとうございます
　皆さまのご協力で新たな事業所
にご加入いただきました。今後と
も何卒、よろしくお願い致します。

新規事業所をご紹介ください
　本所では、商工業の総合的な発展
を図っていくために、新しく加入し
ていただける方を募集しています。
　まだ商工会議所の会員ではない方
を是非ご紹介ください。
※ご紹介の事業所が加入された場合、
薄謝を進呈いたします。

はりきゅう GOKAN 生駒 プルデンシャル生命保険株式会社 大阪支社
院長　澤木　朋果
	生駒市俵口町

　 1521-1
　 レフィナード・ラ・
　 シャレー生駒４０１
	0743-25-3812

　　
http:// 作成中
鍼・灸施術業
　東洋医学に基づき、一人ひとりの身体に
合わせた鍼灸治療を行います。健康から
美容までトータルサポート。心地よいは
り、優しいお灸であなただけの癒しを。

エグゼクティブ・
ライフプランナー
山本　智重
	大阪市北区大深町

　 4-20  グランフロント
　 大阪タワーA28 階
	06-6372-6102
 06-6372-6126

http://https://mylp.prudential.co.jp/
lp/page/tomoshige.yamamoto
ライフプランニング
　会社と社長個人にお金を残すための経
営者のライフプランニングを行っています。

新規加入事業所ご紹介（希望事業所のみ、紙面にて紹介。敬称略、順不同）	

IKOMA
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　令和３年３月３１日に「消費税転嫁対策特別措置法」が失効するため、同法により認められていた価格
表示の特例（税抜価格の併記、外税表示）も終了となります。これに伴い、消費者に対して商品の販売や
サービスの提供を行う事業者は、 令和３年４月１日より「総額表示（税込価格の表示）」
を行う必要があります。

〇事業者が消費者に対して行う価格表示が対象です。
〇店頭の値札・棚札などの他、チラシ、カタログ、広告など、どのような表示媒体でも対象と

なります。

※＜例＞　税込価格10,780円（税率10％）の商品の場合…

　
〇総額表示に該当する価格表示

10,780 円 　　　 10,780 円（税込）　　 

10,780 円（うち税 980 円）

10,780 円（税抜価格 9,800 円）

10,780 円（税抜価格 9,800 円、税 980 円）

 9,800 円（税込10,780 円）

〇総額表示に該当しない価格表示

9,800 円（税抜）

9,800 円（本体価格）

9,800 円＋税

※令和 3 年 3 月 31日までは「消費税転嫁対策特
別措置法」により上記のような表示も認められて 
いますが、令和 3 年 4 月1日以降は「総額表示」
が必要となります。

☆総額表示義務は、平成１６年４月より実施されています。
　
　消費者が、値札や広告により、商品・サービスの選択・購入をする際には
　　〇支払金額である「消費税額を含む価格」を一目で分かるようにし、
　　〇価格の比較を容易にするためにも
　総額表示は必要となります。

	　税込価格が明瞭に表示されていれば、消費税額や税抜価格を併せて表記す
ることも可能です。

　総額表示についての詳細については、財務省ＨＰの「消費税の総額表示義務と転嫁対策
に関する資料」ページをご参照ください。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/d03.htm

４月１日より、『総額表示』（税込価格の表示）が必要になります！
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■国内の景気動向（2021年 1月）
2021 年 1 月 前月比 2021 年 1 月 前月比

農・林・水産 30.9 △ 4.5　→ 卸売 31.6 △ 1.2　→

金融 36.1 ＋ 0.5　 → 小売 32.9 △ 1.3　→

建設 39.4 △ 1.5　→ 運輸・倉庫 30.0 △ 1.5　→

不動産 35.5 △ 0.9　→ サービス 33.9 △ 1.8　→

製造 33.4 △ 0.5　→ その他 29.5 △ 1.3　→

今後の見通し
　今後の国内景気は、緊急事態宣言の延長による影響のほか、社会経済活動の抑制などに伴う下振れリスクを抱えつつ、
推移すると見込まれる。新型コロナウイルスの感染状況次第ながら、地域間や業種間で景気動向が二極化していく可能性
もある。また、雇用・所得環境の悪化による個人消費への影響は懸念材料であろう。他方、ワクチン接種の開始による経
済活動の正常化に向けた動きに加え、自宅内消費など新しい生活様式に対する需要の拡大、米国や中国など海外経済の
回復などはプラス要因になるとみられる。
〇『サービス業』

各種観光施策の一時停止や緊急事態宣言の発出を受け、個人サービスの業種を中心に景況感が下押しされた。特に「旅
館・ホテル」は 5ヶ月ぶりに景気 DI が一ケタ台に落ち込み、営業時間の短縮を要請されている「飲食店」も厳しい状
況が続いている。また、イベント中止の影響や広告案件の停止がみられる「広告関連」も5ヶ月ぶりに悪化するなど、「サー
ビス」は 15 業種中 11 業種が悪化した。

〇『製造業』 
世界的な半導体不足により、自動車メーカーで減産の動きがみられるなか「輸送用機械・器具製造」、「化学品製造」、「鉄
鋼・非鉄・鉱業」などの持ち直しの動きが一服した。また、「繊維・繊維製品・服飾品製造」も、2ヶ月連続の悪化となり、
川下の卸売・小売とともにアパレル関連の業種は厳しい水準が続いた。

〇『卸売業』
外食向けの需要減が響き「飲食料品卸売」が 3ヶ月連続で悪化したほか、「化学品卸売」も化粧品卸売や圧縮ガス・
液体ガス卸売が悪化した。他方、鉄・非鉄金属スクラップの価格高騰や、段ボール原紙などの原料となる古紙の需要が
戻りつつある「再生資源卸売」は、9ヶ月連続でプラス、半導体関連が追い風となっている「機械・器具卸売」も2ヶ
月ぶりのプラスとなった。　

関西経済の現況と見直し
　関西地区では、1 月に続き2 月に入ってからもコロナ関連の倒産件数は急増しており、今年に入ってからの増加が
著しい。飲食店や食品、アパレル関連の比率が高く、依然として BtoC 業界の苦境が反映されている。
　緊急事態宣言延長により、飲食店、観光業、介護施設、医療機関などはさらなる苦境を強いられることは避けられ
ない。ワクチン普及などによる新型コロナ収束の時期は見通せず、昨年より業績低迷と財務悪化に苦しめられている
企業が滞留していることから、今年後半にかけて倒産が急増する恐れが出てきている。
奈良県内の現況と見通し

　県内に本店を置く1 銀行 3 信金の貸出金残高について、新型コロナウイルス感染拡大前の 2019 年 3 月時点と昨
年 9 月末時点を比較してみると、4,000 億円ほど増加しており、この中には、県外企業への融資も含まれてはいるものの、
同程度の資金が供給されているものと思われ、各企業の当面の運転資金を補っているものとみられる。
  現在、「緊急事態宣言」が 10 都府県において延長されるなど、新型コロナ感染拡大の影響が続いているなか、
各企業においてはリモートの活用や在宅ワークなど、新しい生活様式への取組みが進められている。企業体力に劣る
企業においては、旧来型の取組みを踏襲せざるを得ず、業況の悪化を招いているケースも散見されている。また、首
都圏や海外との取引においては現地への訪問がかなわず、商談が進まないといった声も聞かれ、状況は日々 悪化傾
向にあり、経済情勢ならびに個々の企業業績において定期的な把握が必要である。

※景気ＤＩ（景気動向指数）：全体を 100 とする。50 が判断の分かれ目。

経済（景気）動向

IKOMA
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お茶をもっと身近に 
親しみやすく
お茶をもっと身近に 
親しみやすく

竹茗堂左文
高 山 茶 筌 製 造 ・ 茶 道 竹 器 卸

経済産業大臣指定伝統的工芸品

「マグ・マドラー de ピクニック」 
6点セット

オリジナル商品ほか、竹茗堂WEBショップで販売中 久保左文 検　索

●抹茶・カプチーノコーヒー・
ミルクティ・ココアなど何時でも
何処でもタイムリーに楽しめます。
（全て日本製）

〒630-0101 生駒市高山町6439-3
ＴＥＬ ０７４３－７８－００３４
ＦＡＸ ０７４３－７９－１８５１
http://www.chikumeido.com

高山茶筌は約５００年前の室町時代、
茶道と共に奈良の生駒高山で生まれました。

令和３年度 各種検定試験日程表

検定種目 回数　／　級 試　験　日 概　　要

日商珠算
（そろばん）

２２２回／１～６級 ６/２７( 日 )  記憶力や集中力がアップ！学力向上の効果も
計算力・暗算力はもとより記憶力や集中力、思考力な
ども養われるとして、その効用が見直されています。
また、習熟してくると脳を高速に動かせるので学力全
体を伸ばすことができます。就職にも有利です。

２２３回／１～６級 １０/２４( 日 )

２２４回／１～６級 2022	２/ １３( 日 )

日商簿記

１５８回／１～３級 ６/１３( 日 )  企業が求める資格、第１位！！
企業の経営活動を会計の側面から理解することができ
るようになります。簿記の知識があれば、財務諸表を
見て企業活動を把握し、経営のあり方を考えられるた
め、経営管理能力を見につけることができます。

１５９回／１～３級 １１/２１( 日 )

１６０回／２・３級 2022	２/ ２７( 日 )

ネット試験２・３級 随時施行

ネット試験会場（テストセンター等）
で施行されます。ネット試験の試験
日や詳細についてはこちらを参照く
ださい。	→

https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping

リテール
マーケティング
（販売士）

令和３年度より、１～３級全てを「ネット試
験方式」で随時開催することとなりました。（7
月からの施行予定）

ネット試験方式への変更に伴う試験
の概要、科目免除・科目合格制度の
取扱い等詳細については、決定次第、
日本商工会議所ホームページにてご
案内いたします。　→

　　　https://www.kentei.ne.jp/retailsales

日商ＰＣ

１級 １０/３( 日 ) 文書作成・データ活用・プレゼン資
料作成の分野で、それぞれ独立した
試験として施行します。試験内容の
詳細はこちらをご参照ください。	→

						https://www.kentei.ne.jp/pc

１級 2022	２/ ２０( 日 )

２・３級・Basic 随時施行

なお、東京商工会議所主催の以下の検定試験（東商検定）は、２０２１年度からＩＢＴ（インターネット経由での試験）に変わります。
概要等の詳細については３月中に発表される予定です。
　▽対象検定試験
　　・ビジネス実務法務検定試験 ２・３級　・福祉住環境コーディネーター検定試験 ２・３級　・環境社会（ｅｃｏ）検定試験

問合せ  本所 地域振興グループ　（☎74-3515）

日　時  ４月２日（金） 9：03スタート 場　所  交野カントリークラブ 当日会費  4,000円
競技代  各自お支払い 定　員  20名（5組）※先着順 申込締切  ３月15日（月）
問合せ  本所 総務運営グループ　山村（☎74-3515）

　　　　生商会会員以外の方でゴルフ好きの方も、お気軽にご参加ください。

生商会ゴルフ競技会（オープン参加可）のご案内
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 労働条件通知書の交付を行っていますか？
就業規則の整備・社内への周知はお済みですか？

　職場でのトラブルを避け、良好な労使関係を築くためには、労働条件を明示した書面（労働条件通知書）を
労働者に交付して、その内容を労使双方で確認し、誤解のない労働契約を結びましょう。また、就業規則の
整備と社内への周知についても確認しましょう。

※労働基準法第15条では、労働契約を結ぶ際、賃金などの労働条件を明示した書面（労働条件通知書）を
事業主から労働者に交付することを義務付けています。

※労働基準法第106条では、36協定や就業規則を常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付け
ること、書面を交付すること等により、労働者に周知させることを義務付けています。 

　
「労働条件の明示・確認月間」についてのお問い合わせは、奈良労働局まで。
　

問合せ 　奈良労働局 労働基準部 監督課　☎0742-32-0204

令和3年3月1日～3月31日は「労働条件の明示・確認月間」です！

　

※40歳から64歳までの方（介護保険第2号被保険者）には、健康保険料率に全国
一律の介護保険料率が加わります。

※賞与については、支給日が３月１日分から変更後の保険料率が適用されます。
※任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は４月分（４月納付分）から変更

となります。

 全国健康保険協会 奈良支部
 　　　協会けんぽ

　　　☎0742－30－3700（代表）

令和３年３月分（４月納付分）より協会けんぽの保険料率が変わります！

IKOMA
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【タテのカギ】
 1. 桃太郎にお供した鳥
 2. ○○○○→平成→令和
 4. 包丁を研ぐストーン
 6. 定規でまっすぐひく
 8. 東京駅から金沢駅に向かう

新幹線名
 9. ガレージ
 10. 子羊の肉
 11. 赤鼻のトナカイが引いてい

る
 12. クルマ、サクラ、伊勢とい

えば？

【ヨコのカギ】
 1. プロの将棋指し
 3. 打者が振る
 5. ⇔男性
 7. コレも実力のうち
 8. 夜空に輝く
 9. 考え事をすると眉間に寄る
 10. ○○あれば苦あり
 11. ワインの専門家
 13. 水が固体になると？
 14. キリンの〇〇は長い

解答は裏表紙に掲載



　※市（生駒市）、奈青連（奈良県商工会議所青年部連合会）、太鼓（生駒山麓太鼓）、青年部（生駒商工会議所 青年部）、
　　日商（日本商工会議所）

■　融資情報
●マル経融資制度
経営改善をバックアップ。無担保・無保
証人・低利で融資する制度です。
●マル経融資を受けるには
会議所加入後、経営指導員による経営指
導を受けていること、所得税他の税金を
完納していることなどの条件を満たして
いることが必要です。
●金融利率（無担保・無保証人）　
　2月 21日現在（年利％・単位：円）

制　　度 利率 貸付枠

マル経融資
運転1.21

2000万
設備1.21

■　金融相談
　㈱日本政策金融公庫による定例相談
　日時　3 月 18 日（木）
　　　　10 時～（要予約）
　総務支援グループ　☎74ー3515

ここをチェック	✓
■■ 期限切れ文書等のチェック、更新

従業員の身分証明書、36 協定、郵便料金の
受取人払い・後納手続きなど、期限切れとな
るものがないかをチェックし、必要なものは
更新する。保存年月が法定されているものは
ひとまとめにして保存し、不要なものは廃棄
する。

■■ 賃上げの検討
4 月に昇給を実施する予定の企業では、遅く
とも上旬までには資料、情報を集め、具体的
な検討に入る。

■■ 新入社員の入社に伴う事務手続き
入社に伴う法定事務、社内事務については、
チェックリストを使って早めに準備する。交
付・貸与する事務用品、身分証明書、タイム
カード、名札などを用意する。入社時に作成
させる書類を社会保険、雇用保険の被保険者
資格取得のための用紙等を取り寄せておく。
入社式、新入社員教育の準備をする。

■■ 人事異動に伴う事務手続き
転勤や配転などに伴う社会保険の資格取得・
喪失手続き、所得税や住民税に関しては「扶
養控除等（異動）申告書」の提出先の変更、「給
与支払い報告書・特別徴収に係る給与所得者
異動届出書」の旧住所地への提出を済ませる。

■■ 退職に伴う事務手続き
退職者に健康保険の被保険者証、「退職所得
の受給に関する申告書」等を提出させる。「退
職所得の源泉徴収票」、「給与所得の源泉徴収
票」、社会保険の「資格喪失届」、「給与支払
報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出
書」、「離職証明書」等を作成・提出する。

■■ 従業員の家族の異動のチェック
従業員の家族の進学・卒業、結婚等の有無に
ついて、書類を提出させてチェックし、異動
があれば家族手当の変更、源泉徴収税額表の
適用欄の変更手続きなどをする。
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事業承継相談（毎月第３水曜日）
相談日   3月17日（水） 9時 ～17時
申込・問合せ  奈良県事業引継ぎ支援センター

	（奈良商工会議所内）
  ☎ 0742-22-0175（代）
  　（担当：保

ほ の べ

延）

社会保険労務士相談（奇数月の第２水曜日）
相談日   3月10日（水） 14時 ～17時 （申込順3件まで）

法律・税務相談
　随時受付中。申込みは相談希望日の１週間前までにご予約ください。
※その他、経営 ･ 労務などあらゆる事業のお悩みに専門家がお答えします。 （要予約）
申込・問合せ   総務支援グループ ☎ 74 － 3515

各種相談事業のお知らせ 要予約
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